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Ⅰ 審査結果 

 

東北電力株式会社が提出した「女川原子力発電所原子炉設置変更許

可申請書（１号、２号及び３号原子炉施設の変更）及び同添付書類」

（平成２３年３月１日付け申請、平成２３年１１月２９日付け一部補

正）に基づき審査した結果、当該申請は、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）第

２６条第４項において準用する同法第２４条第１項第４号の基準に

適合しているものと認められる。 
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Ⅱ 変更申請内容 

 

  １号、２号及び３号炉共用の固体廃棄物の貯蔵保管能力を増強する

ため、固体廃棄物貯蔵所を増設する。 
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Ⅲ 審査方針 

 

１．審査の基本方針 

審査においては、女川原子力発電所１号、２号及び３号原子炉施

設の変更について原子炉等規制法第２６条第４項において準用す

る同法第２４条第１項第４号に定める許可の基準に適合している

ことを判断するため、変更後においても所要の安全設計等が確保さ

れていることを、その基本的事項について確認することとした。 

 

２．審査方法 

(1) 審査は、申請者が提出した「女川原子力発電所原子炉設置変更

許可申請書（１号、２号及び３号原子炉施設の変更）及び同添付

書類」に基づき行った。 

(2) 審査に当たっては、原子力安全委員会が用いることとした「発

電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」（平成１３年

３月）等のほか、法令で定める基準等を用いた。 

(3) そのほか、先行炉の審査経験等も参考とした。 
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Ⅳ 審査内容 

 

本原子炉施設の変更に関する安全設計の基本方針について、「発電

用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」等に基づき検討した

結果は、以下のとおりである。 

 

本変更は、１号、２号及び３号炉共用の固体廃棄物の貯蔵保管能力

を増強するため、固体廃棄物貯蔵所を増設するものである。 

審査に当たっては、固体廃棄物貯蔵所の増設に伴う設計上の考慮、

周辺の放射線防護、放射線業務従事者の放射線防護等について検討を

行った。 

 

増設する固体廃棄物貯蔵所は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計

審査指針」（平成１８年９月）に基づく耐震設計上の重要度をＣクラス

として設計するとしている。また、地震以外の想定される自然現象に

よって施設の安全性が損なわれない設計とするとしている。 

増設する固体廃棄物貯蔵所は、「発電用軽水型原子炉施設の火災防護

に関する審査指針」（平成１９年１２月）に基づき、火災発生防止、火

災検知及び消火並びに火災の影響の軽減の３方策を適切に組み合わせ

た措置を講じるとしている。 

火災発生防止について、増設する固体廃棄物貯蔵所の電気系統は、

地絡、短絡等に起因する過電流による過熱の防止を考慮した設計とす

るとともに、ケーブル、盤等は、実用上可能な限り不燃性又は難燃性

材料を使用するとしている。また、増設する固体廃棄物貯蔵所の構築

物、系統及び機器は、地震等の自然現象により火災を生じることがな

いように防護した設計とするとしている。 

火災検知及び消火について、増設する固体廃棄物貯蔵所には、環境

条件等を考慮し、適切な火災報知設備及び消火設備を設けるとしてい

る。また、火災報知設備及び消火設備の設計に当たり、地震等の自然

現象によっても、その性能が著しく阻害されることがない設計とする

としている。 

火災の影響の軽減について、増設する固体廃棄物貯蔵所は、隣接区

域の火災による影響も含めて火災の影響を軽減できるように、間隔及
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び消火設備を組み合わせることにより延焼を防止する設計とするとし

ている。 

増設する固体廃棄物貯蔵所は、１号、２号及び３号炉共用とするが、

共用によって原子炉の安全性を損なうことのない設計とするとしてい

る。 

増設する固体廃棄物貯蔵所は、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能

の重要度分類に関する審査指針」（平成２１年３月）に基づき、安全機

能の重要度をＰＳ－３に分類し、それが果たす安全機能に応じて、十

分に高い信頼性を確保し、かつ、維持し得る設計とするとしている。 

増設する固体廃棄物貯蔵所は、事故時に必要な連絡ができるように

通信連絡を可能にするとともに、中央制御室からの的確な指示及び警

報を受けることができる設計とするとしている。 

増設する固体廃棄物貯蔵所は、安全避難通路を確保し、その通路の

照明、誘導灯は、通常の電源喪失時は器具内蔵の蓄電池から給電する

とともに、単純、明確かつ永続的な誘導標識を設ける設計とするとし

ている。 

固体廃棄物貯蔵所は、既設分を含め、ドラム缶詰めした放射性固体

廃棄物を約５５，０００本（２００ℓ ドラム缶）相当貯蔵保管できる

能力を有する設計とするが、必要に応じて増設するとしている。また、

増設する固体廃棄物貯蔵所は、廃棄物による汚染の拡大防止を考慮し

た設計とするとしている。 

本変更後においても、増設する固体廃棄物貯蔵所からの寄与を含め、

通常運転時において既設を含めた原子炉施設からの直接ガンマ線及び

スカイシャインガンマ線による敷地周辺の空間線量率を合理的に達成

できる限り十分小さい値になるように設計するとしており、また、空

気カーマが年間５０μＧｙを下回るように設計するとしている。 

増設する固体廃棄物貯蔵所は、放射線業務従事者の受ける線量を合

理的に達成できる限り低減できるように、遮へい、機器の配置、放射

性物質の漏えい防止等、所要の放射線防護上の措置を講じた設計とす

るとしている。 

増設する固体廃棄物貯蔵所は、既設の出入管理設備及び個人管理用

測定機器等により、放射線業務従事者の放射線被ばくを十分に監視及

び管理する設計とするとしている。また、定期的又は必要の都度、サ
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ーベイメータによる外部放射線に係る線量当量率、サンプリング等に

よる空気中放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度の測

定を行い、必要な情報を適当な場所に表示する設計とするとしている。 

 

したがって、本原子炉施設の変更は、「発電用軽水型原子炉施設に関

する安全設計審査指針」等の要求事項を満足しており、女川原子力発

電所において、固体廃棄物貯蔵設備の貯蔵能力を増強するため、固体

廃棄物貯蔵所を増設することは、核燃料物質、核燃料物質によって汚

染された物又は原子炉による災害の防止上支障がないものと判断した。 
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Ⅴ 審査経過 

 

本審査書は、東北電力株式会社が提出した「女川原子力発電所原子

炉設置変更許可申請書（１号、２号及び３号原子炉施設の変更）及び

同添付書類」に基づき審査を行った結果を取りまとめたものである。

主な経過は以下のとおりである。 

 

○平成２３年３月１日 

東北電力株式会社が「女川原子力発電所原子炉設置変更許可申請

書（１号、２号及び３号原子炉施設の変更）及び同添付書類」を

提出 

○平成２３年１１月１０日及び１１日 

現地調査の実施（東北電力株式会社女川原子力発電所及び本店） 

○平成２３年１１月２９日 

東北電力株式会社が同申請に係る補正書を提出 

（主な補正内容） 

(1)「工事計画」について、東日本大震災を踏まえた工事工程の

変更を反映 

(2)「添付資料五」について、申請後における組織変更等を踏ま

えた、組織図や技術者数のデータを更新 

(3)その他、表現の適正化 

 


